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本資料はガイドラインの構成を説明するために作成したものです。このガイドラインの原書を閲覧するためにはファブシステム研究会に
ご入会していただく必要があります。
そのため記載事項の詳細は把握できないようにしてあります。ご了承ください。
なお、本資料の元であるユーザーインターフェースガイドラインの著作権は産業技術総合研究所コンソーシアム・ファブシステム研究会
が保有しています。



ガイドラインの構成

本ガイドラインの目的
本ガイドラインの利⽤に際して
第1章 ユーザーインタフェースの基本構成
第2章 画面遷移
第3章 画面内の構成
第4章 画面の形式
第5章 画面内の要素
第6章 図記号
第7章 ワーディング

ガイドラインは以下ように構成されています。

2

第7章 ワ ディング
付録資料

表紙

◆このガイドラインの特徴
製造装置メーカーには操作画面系の設計・開発に習熟したエンジニアが少ないため、抽象的な定義や汎用的な定義を記載したガイ
ドイランでは、定義を読み解いて設計に応⽤することは難しいという意⾒が出されました。
そのため「仕様書に近い資料と雛形になるソフトウェアーを⽤意して欲しい」という要望を受けました。
この要望を受け、ガイドラインには共通化する画面遷移と各画面内の要素を細かく記載し、記載事項に従って設計・開発が進めら
れる内容を中心に構成しています。
また、汎用的定義(ポリシー、共通化する操作仕様、コントロール類の運用方法)の記載量は少なくし、雛形ソフトウェアーを参照
していただく方式としています。



ガイドラインの⽬的と利⽤に際して

実践的であることを優先し、目的やポリシーについてはほとんど記載していません。
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第1章 ユーザーインタフェースの基本構成

このガイドラインはタッチパネル式操作画面のソフトウェア仕様を中心にしたものですが、ハードウェア操作部についても説明し、
ユーザーインタフェースの全体構成と操作画⾯の位置付けについて理解してもらえるように記載を⾏っています。
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第2章 画面遷移

全ての装置で共通化すべき画⾯については、画⾯遷移を含めた規定を資料化しました。
なるべく画⾯の図を配置したブロック図を作成し、直感的に仕様を理解していただけるようにしています。
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第3章 画面内の構成

共通化して搭載する全ての画面を作画して記載しています。
画⾯ごとの表⽰項⽬と具体的な画⾯の絵を併せて⾒れるようにすることで、理解しやすさを⼤切にしています。
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第4章 画面の形式

第3章に展開した画面がどのような規則を元に作成されているかを記載しています。
装置ごと独自に画面追加する場合は、この記載を応用して設計・開発してもらうための記載です。
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第5章 画面内の要素

一般的には「コントロールパーツの定義」と呼ばれるものです。
画面内に配置する各種要素に関する規定を記載しています。

8



第6章 図記号、第7章ワーディング

図記号についても最低限の規定を設けています。
ワーディングについては本格的な規定化は⾒送りました。

音 知音 付 ガ
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尚、操作音と告知音は装置に付帯しないためガイドライン化していません。



付録資料

ガイドラインとともに提供する画像パーツについての使用方法を付録として記載しています。
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タッチパネル操作画⾯だけでく、状態表⽰灯や⼿元照明の点灯規則についても付録資料化しています。


